
  

 

 

◎道路運送法関係手続のうち、以下の手続きをオンライン申請で行う事ができます。 

 

・一般貨物トラック輸送状況報告書 

・特別積合せトラック輸送状況報告書 

・旅客自動車運送事業事業報告書の提出 

・一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書等の提出 

・一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書の提出 

・一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書の提出 

・一般乗用旅客自動車運送事業個人タクシー輸送実績報告書の提出 

・特定旅客自動車運送事業輸送実績報告書の提出 

 

オンライン申請はこちらから  

オンライン申請マニュアル 

 

 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page_btm/date/on-line_manual.pdf
https://www.e-gov.go.jp/

